
 

議案第３９号 

 

 交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の 

一部を改正する条例について 

 

 交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

 

  条例案……別記 

 

   令和６年６月４日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

 提案理由 指定管理者による公の施設の適正な管理運営を図るため、地方自治法第

１３８条の４第３項の規定に基づき、評価委員会を設置したいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

案  

交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例  

 

交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。  

第１条中「昭和２２年法律第６７号」の次に「。以下「法」という。」を加える。  

第４条第２項中「第１項」を「前項」に改める。  

第５条第１項中「、地方自治法」を「、法」に改める。  

第１３条第１項中「、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」を「、法」に改める。  

第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。  

（評価委員会）  

第１４条 市長等は、指定管理者による公の施設の適正な管理運営を図るため、法第１３

８条の４第３項の規定に基づき、評価委員会を置く。  

２ 評価委員会は、市長等の諮問に応じ、指定管理者が行う公の施設の管理運営業務の評

価に関する事項及び法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる際に必要となる事項について調査及

び審議し、その結果を市長等に答申する。  

３ 前条第３項から第９項までの規定は、評価委員会について準用する。この場合におい

て、前条第４項中「、市長等から任命された日から、その所掌事務により指定管理者が

指定を受けた施設の管理を行う日までとする」とあるのは「、２年とし、再任を妨げな

い」と、同条第８項中「、公の施設を所管する部」とあるのは「、企画財政部」と読み

替えるものとする。  

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 


